




法施行令及び県条例との比較 

 

ばい煙発生施設 指定施設（ばい煙） 

法施行令（改正前） 法施行令（改正後） 規則 

環境省令で定めるとこ

ろにより算定した伝熱

面積（以下単に「伝熱面

積」という。）が 10平方

メートル以上であるか、

又はバーナーの燃料の

燃焼能力が重油換算１

時間当たり 50 リットル

以上であること 

燃料の燃焼能力が重油

換算１時間当たり 50

リットル以上であるこ

と 

日本産業規格 B8201 及

び B8203 の伝熱面積の

項で定める算定方法に

より算定した伝熱面積

が８平方メートル以上

10 平方メートル未満で

あって、かつ、バーナー

の燃焼能力が重油換算

１時間当たり 50 リット

ル未満であること 

 

【参考】県条例で定める「指定施設」について 

県条例第２条第１１号 

工場等に設置される施設のうち、ばい煙、炭化水素系物質、粉じん、汚水、騒音、 

振動又は悪臭物質を発生し、排出し、飛散させ、又は貯蔵する施設であって規則 

で定めるものをいう。 

＜規則で定める指定施設＞ 

 

 

 

図 大気汚染防止法及び条例におけるボイラーの規制対象 

伝熱面積（㎡） 伝熱面積（㎡）
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ばい煙 ボイラー、金属の精錬又は鋳造の用に供する溶解炉 

など、２２種類の施設 
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